






 

意見 再意見 考え方 

提出意見を

踏まえた 
案の修正の 

有無 
ています※1。 

また、2016 年 1 月 26 日に公表された「電気通信事業

法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の

整備案等に対して寄せられた意見及び考え方（案）」の

P.17【考え方 5-1】においては、上記ガイドラインの記載

を引用しつつ御省の考え方として、「MNO の設備投資や

イノベーションに係るインセンティブについて配慮する

ことは重要と考えており、今回の MVNO ガイドライン

の改正においても、『第二種指定電気通信設備には第一種

指定電気通信設備のようなボトルネック性が認められな

いこと、移動通信市場においてはサービス競争が一定程

度進展していること等の移動通信分野の特性に鑑み、二

種指定事業者の設備投資やイノベーションに係るインセ

ンティブに配意する』旨が記載されているところである」

と明確に述べられています※2。 
日本におけるモバイル事業発展のためには、MVNO 普

及促進と同様に MNO における上記のようなインセンテ

ィブ付与も重要で、両者のバランスの確保が必要と考え

ることから、前述の従前の考え方も今一度踏まえ、今回

の改正も含め第二種指定電気通信設備のルールについて

は MNO としての各種インセンティブを削ぐことのない

ものとするよう強く要望します。 
※1 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000431458.pdf 
※2 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000395925.pdf 

【ソフトバンク株式会社】 
 

（弊社意見②） 
本改正省令案は、「モバイル接続料の自己資本利益率の

算定に関するワーキングチーム報告書」を踏まえ、公平

性の観点からβの算定上の裁量の幅を可能な限り排除又

は狭めることを主目的としているとの認識ですが、一方

本省令改正案等は、移動電気通信事業に

係るリスクを反映する方法として、現時点

において当該事業の割合が最も高い事業

者の株価βを指標として算定に用いるこ

ととし、また、事業者の財務状況に係るリ

スクの算定方法を適正かつ統一的なもの

とするものである。 
また、現時点において当該事業の割合が

最も高い事業者においても、事業の多角化

等により、算定されたβが本来あるべき

「移動電気通信事業に係るリスク」を勘案

した値よりも高くなる可能性があるが、こ

の点、携帯電話は国民１人に１台以上普及

した生活必需品であることから市場の影

響を受けにくく、したがって安定性が高

く、リスクが低いと考えられる。 
さらに、接続に係る事業について見る

と、移動通信市場において多くのシェアを

占める第二種指定電気通信設備への接続

に係る事業は、小売を含めた移動電気通信

事業全体よりも安定性が高いと考えられ

る。 
したがって、本件βは、主要企業の平均

のリスクとなるβ＝１を超えることはな

いと考えられることから、接続料算定に用

いるβの上限値を１とすることとしてい

る。 
このように、本省令改正案等は、現時点

では、移動電気通信事業に係るリスク及び

事業者の財務状況に係るリスクの算定方

法を適正に勘案するものであると考える

ため、御指摘のような、MNO の設備投資

等のインセンティブを損なうものではな







 

意見 再意見 考え方 

提出意見を

踏まえた 
案の修正の 

有無 
 
(1)3 年平均の趣旨を損なうおそれがあること 
 
二種接続料規則における 3 年平均の規定の趣旨につい

ては、2016 年 3 月 11 日に開催の第 158 回紛争処理委員

会における御省資料「電気通信事業法等の一部を改正す

る法律について」の P.22 において、「利潤の算定につい

て、各年度の額の振幅を平準化するために・・・（略）・・・

自己資本利益率（→過去 3 年間平均に）の算定方法等を

規定する」と記載されています※4。 
しかしながら、今回過去年度分も含め新方式に基づき

3 年平均で計算された自己資本利益率を用いた場合、新

方式に基づき今年度単年で計算された自己資本利益率と

比べ、結果として昨年度の自己資本利益率との振幅が大

きくなることも十分考えられる状況です。 
 
(2) 3 年平均の規定が導入された時点では、βの算定方

式に関する詳細な見直し議論はなされていなかったこと 
 
3 年平均は、確かに各年度の振幅を平準化する効果が

あり、その趣旨においてこの規定自体の是非については、

導入時の議論においても目立った意見はなかったとの認

識です。 
しかしながら、これは過去年度分のβは従来の各社の

算定方式（以下、「従来方式」といいます）で算定済みで

あり、今後の接続料算定において従来方式でのβを用い

た上で 3 年平均を行った場合には、単年度での算定より

も振幅が抑えられることは当然であるとの前提に基づく

ものと考えます。すなわち、今回のようにβの算定方式

が大幅に変更となり、かつ過去年度分まで遡って適用す

る前提であれば、そもそもの 3 年平均導入の是非に立ち

返って議論がなされるべきものと考えます。 
したがって上記(1)(2)を踏まえ、自己資本利益率の算定

で 3 年平均を用いる、又は②新方式に基づき、3 年

平均ではなく今年度単年で算定する（来年度は、今

年度と来年度の 2 年平均とする）、といった方法が認

められるような措置を講じていただきたいと考えま

す。 
 
※別添の試算結果については経営情報も含むため、

非公表（委員限り）として取り扱いをお願いします。 
【ソフトバンク株式会社】 

 
今般のβの算定方法の見直しに係る省令等改正案

（以下、「本改正」という）については、『モバイル

接続料の自己資本利益率の算定に関するワーキング

チーム報告書（以下、「報告書」という）』にも記載

のある通り、「各社それぞれ算定方法が異なってい

る」ことが、「各事業者の接続料に差を生じる一因と

なっている」との課題認識の下、公平性確保の観点

から必要な制度整備を図るものです。 
上記を踏まえれば、自己資本利益率の算定にあた

り、過去年度分のβについても、本改正に則ったβ

の算定方法を採用した上、3 年平均を用いることが

望ましいと考えます。 
なお、報告書にも記載のある通り、例えば、「現在

の二種接続料規則においては、（中略）自己資本利益

率について直近 3 年間の平均を適用している点を考

慮し、株価の計測期間として 3 年間を採用する」な

ど、本改正は、二種接続料規則に規定されている自

己資本利益率の算定につき、直近 3 年間の平均を適

用することを前提に議論・検討がなされた結果であ

ると理解しております。 
【株式会社 NTT ドコモ】 

 
今般のモバイル接続料の自己資本利益率の算定に

になってきていることから、今後の接続料

の適正性を確保するべく、利潤の算定に用

いるβの値を十分に適正なものとするこ

とを目的として、βの算定方法を統一的か

つ具体的に定めるものである。 
また、第二種指定電気通信設備に係る接

続料は、実際費用方式に基づくものである

ため、接続に関して実際に発生した費用

を、適正な自己資本費用も含め、接続料と

して回収するという考え方に立っている。

したがって、本改正案により、接続に伴う

未回収費用が生じること等になるわけで

はなく、激変緩和のための経過措置を設け

るまでの事情があるとは考えにくい。 
このような本省令改正の趣旨を踏まえ

れば、ご提案の自己資本利益率の 3 年平

均において、過年度分について、従来の算

定方法の適用を認めることは適当ではな

いと考える。 
また、本改正案を適用するにあたり、平

成 27 年度以降の数値のみを用いて平均す

ることについては、接続料算定に用いる平

成 27 年度及び平成 28 年度の数値の比重

が、他年度に比べて大きくなり、当該年度

の状況がより強く反映されることから、適

当ではないと考える。 





別添（委員限り） 

 

ソフトバンク株式会社提出資料 
※赤枠内委員限り 










